
仙台市マンション管理適正化推進施策検討委員会設置要綱

（令和６年３月２７日市長決裁）

（設置）

第１条 マンション（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149

号）第２条第１号に規定するマンションをいう。以下同じ。）の管理の適正化の推進を図

る施策を検討するに当たり，有識者等の意見を聴取し，当該施策に反映させるため，仙台

市マンション管理適正化推進施策検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は，マンションの管理の適正化の推進を図る施策に関することについて，協

議するものとする。

（組織）

第３条 委員会は，委員 10 人以内をもって組織する。

２ 委員は，学識経験者，マンションの管理に関し識見を有する者その他市長が適当と認め

る者のうちから，市長が委嘱する。

３ 委員の任期は，委嘱の日から令和７年３月 31日までとする。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によって定める。

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。

（運営）

第５条 委員長は，委員会を招集する。

２ 委員会は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。

３ 委員長は，必要があると認めるときは，関係者に対し，委員会に出席を求めて意見若し

くは説明を聴き，又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は，都市整備局公共建築住宅部住宅政策課において処理する。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会



に諮って定める。

  附 則

（実施期日）

１ この要綱は，令和６年４月１日から実施する。

（失効）

２ この要綱は，令和７年３月 31 日限り，その効力を失う。


